玉村町果樹園設置支援事業補助金交付要綱
（目的）
第１条　この補助金は、玉村町の新たな特産品として果樹の生産・普及を図るため、果樹園の新設又は果樹苗木の新植を行う者に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助金として交付することで、果樹園の新設又は果樹苗木の新植を促進するとともに、果樹の産地化をはじめ担い手の育成や未利用農地の有効活用を図ることを目的とする。なお当該補助金については、玉村町補助金等に関する規則（平成１１年規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
（補助金の対象者）
第２条　当該補助金の交付対象者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1)　当該補助金の趣旨に賛同し、果樹園の新設又は果樹苗木の新植を行う者
とする。
(2)　町の住民基本台帳に登録された町民とする。ただし、法人については、
本拠地を玉村町に置く法人とする。
（3） 町税等の滞納がない個人又は法人とする。
（補助対象経費）
第３条　補助の交付対象は、果樹の新植及び果樹園の新設に係る次の経費とする。
(1)　苗木等の購入費
(2)  果樹園の新設や果樹苗木の新植するための土地の取得費用（ただし、
　土地の取得に係る測量、分筆、登記費用等は除く。また、果樹園に使用して
　いると認められない農地の面積を除く。）
(3)　防風設備、果樹棚、草刈り機、チェーンソー、脚立、噴霧器、果樹園看板等果樹園設置に必要な備品等の購入費
(4)　その他町長が必要と認める経費
（活用する農地の範囲について）
第４条　本補助金で活用する農地は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)　玉村町内に所在する農地であること。
(2)　活用する農地の面積は、概ね１５０㎡以上とする。ただし、同一耕作
者で、複数の場所にまたがる農地も含むものとする。
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象経費に係る金額（消費税を含む。）に次項各号の補助率を乗じた額とし、上限額は１００万円とする。ただし、１，０００円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
２　前項の補助率は、次のとおりとする。
(1)　第４条第１号に規定する農地の所在地が、大字五料又は大字飯倉内の場合は、３分の２とする。
(2)　前号以外の所在地の場合は、２分の１とする。
　（事前着手の禁止）
第６条　本事業は、補助金の交付決定前に着手した事業については、補助金の交付対象としない。
（交付申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第１号に、次に掲げる各号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)　事業計画書
(2)　収支予算書 
(3)　位置図
(4)　果樹園配置図
(5)　たまむら果樹園応援プロジェクト３つのお願いについての同意書
(6)　その他町長が必要と認める書類
２　申請回数については、年度内１回までの申請とする。
（交付決定）
第８条　町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、規則様式第４号にてその旨を申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第９条　補助事業者は事業完了後、規則様式第６号に果樹園の様子がわかる写真を複数枚（４枚程度）添付し、町長に提出しなければならない。
　（補助金の額の確定及び交付）
第１０条　町長は、前条の実績報告を受けた場合は、規則第１３条に基づき補助金の額を確定する。
（補助金の返還）
第１１条　町長は、補助事業者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めるとき又は５年以内にも関わらず申請書で示した果樹園の状況を継続していないと判断した時は、補助金の全部について返還を命ずることができる。
（その他）
第１１条　本要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
